
市では，介護サービス事業者が介護事業所における介護職の業務の

見直し等を行い，直接介助以外の補助業務に従事する「介護助手」とし
て地域人材を雇用する取組を支援します。
新たに介護助手を３か月間の短期雇用契約で雇用した場合に，

介護助手１名につき雇用奨励金を最大１０万円交付します。

新たに介護助手を
雇用する事業者を
募集します！

令和５年度 介護助手活用促進事業

介護助手１名につき
雇用奨励金を最大
１０万円交付!!

～ 介護助手とは～
介護福祉士などの有資格者が，専門性の高い業務に専念できるようにサポートする役割を担う方々

のこと。食事の配膳や掃除，ベッドメイキングといった「利用者の身体に触れることのない範囲」で
のサポートを介護助手が行うことで，介護職員の負担を軽減に繋がり，働きやすい職場の実現につな
がります。

＜主な変更内容＞

①受付期間を拡大しました。

例年，５月中旬から約１か月間のみ，活用事業者を募集しておりましたが，
４月１日から１１月３０日までの８か月間，継続して※申請を受け付けます。
これにより，介護助手の雇用ニーズに合わせた事業活用が可能となりました。

※募集上限に達し次第，申請の受付を終了いたします。

②申請の手順を簡略化しました。

今まで，事業計画書の提出・承認を行ったのち，交付申請・交付決定を行っておりましたが，
これらを一体化することで，スムーズな事業着手が可能となりました。
これにより，交付申請書の提出から，約２週間後に取組を開始できます。

Topics

介護助手活用促進事業が使いやすくなりました。

＜事業変更の背景＞
この事業は，近年活用事業者の少ない状態が続いており，理由として，事業者が応募してから事

業に着手するまで数か月の期間を要することや，事務手続きが煩雑であることと考えました。
そこで，募集期間の延長に加え，事務手続きの簡略化を図ることで，事業の活性化につなげます。

【詳しい事業内容は裏面へ】



(1)対象事業者

函館市内で下記の事業を行う介護サービス事業者を対象とします。

(5)申込方法

事業の詳しい内容や事業活用の手順等につきましては，函館市ＨＰ「令和５年度介護助手活用
促進事業について」をご覧いただき，活用を希望される場合は，下記のお問合せ先まで，ご気軽
にご相談ください。

＜介護保険施設＞
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

＜居宅サービス＞
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護

＜地域密着型サービス＞
・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護（旧複合型サービス）

【介護助手活用促進事業に関するお問合せ先】
函館市役所地域福祉課 地域福祉担当
電話：２１－３２８９ FAX：２６－４０９０
URL：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018052100010/

事業の詳しい内容は函館公式HP
に掲載しています

(2)交付申請書受付期間について

令和５年４月１日から令和５年11月30日まで

(3)介護助手雇用期間について

交付決定通知を受けた日から令和６年３月31日までのうち3か月間

(4)事業の流れについて

＜北海道事業｢介護助手普及促進事業｣について＞
地域住民向けの説明会と外部講師を招聘して，介護助手への研修を行う場合などは，
北海道の｢介護助手普及促進事業｣を活用できます。
事業の受付期間や詳細な内容につきましては，下記ホームページを参照してください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/jinzai/chiikijinzaikaigozyosyu.html
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